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中国における精神的損害賠償額の算定について 

 
王  愛 群 

要  旨 

近年来,精神损害赔偿一直是法学理论界和司法实践中的一个热点和难点问题。精

神损害赔偿的数额算定,更是其中最重要的问题。由于立法尚不完善,司法解释也未能填

补漏洞,导致了司法实践中对精神赔偿制度的适用极其不统一。因此,需要我们深入研究

精神赔偿数额算定问题。本文对算定精神损害赔偿时所适用的原则以及应当考虑的要素

等内容进行分析,就精神赔偿数额算定的有关问题进行研究,提出了以精神损害赔偿的

类型化和定额化来限制法官的自由裁量权。 
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はじめに 
  

2001年 3月 10日、最高人民法院「精神的損害賠償に関する若干の問題の解釈」（以下「精神

的損害賠償の解釈」という。）の発布により、中国における精神的損害賠償制度が正式に確立さ

れることとなった1)。「精神的損害賠償の解釈」によれば、賠償額の算定は、裁判所が諸般の事

情を考慮して行うという。したがって、同様の加害行為による同様の被害が生じた場合でも、

裁判所によりその認容額が大きく異なる可能性がある。これは、法的安定性の点から言って必

ずしも望ましいことではない。現在のところ、実務経験はまだ不足しており、関連の法律規定

も整備されていないため、実務において、極めて統一性を欠くことが問題となっている2)。そ

うした状況を背景に、被害者は、精神損害賠償額をいくらまで請求できるのか、裁判所はどの

ように諸事情を斟酌して賠償額を算定するのかという問題が、現在法学界で検討されていると

ころである。 

本稿は、精神的損害賠償額の算定に関する諸問題を整理した上で、賠償額の算定方法につい

て考察を加えるものである。 

 

1 精神的損害賠償の性質および内容 
 

（1）精神的損害賠償の概念 
 

精神的損害賠償とは、民事主体がその人身的権利の不法侵害を受け、その人格的利益および

身分的利益が損害を被り、あるいは精神的苦痛を被った場合に、権利侵害者に対して財産賠償

などの方法を通じて救済と保護を要求することを内容とする民事法律制度である3)。中国では、

「民法通則」が施行される前後の 80年代の民法学界において、精神的損害賠償の概念をめぐり、

さまざまな意見が出された。 

① 精神的損害賠償説 

すなわち、精神的損害は、不法行為者が他人の人格尊厳を侵害し、またその他の違法行為に

よって他人の心理と感情に創傷または苦痛を与え、正常な日常生活をすることができない非財

産的損害である。精神的損害賠償は、加害者がこの種の精神的損害に対して負わなければなら

ない財産的責任である4)。 

② 非財産的損害賠償説 

この説では、精神的損害賠償と言う表現を妥当ではないとしている。その理由は、法人は精

神的損害が生じないこと、精神的損害の形態は、無形、抽象的であるため、その損害は立証す

ることができないこと、精神的損害は、心理的感情を根拠として賠償を考慮するのは、科学性

を欠くことなどである5)。 



現代社会文化研究 No. 28  2003年 11月 

 - 157 -

③ 精神的損害補償説 

精神的損害賠償は、慰謝と補償の役割を果たす目的とし、細かく計算する必要がないため、

精神的損害補償と称すべきである6)。 

④ 人格損害賠償説 

精神的損害賠償の名称では、氏名権、肖像権、名誉権などの内容が包括されない。人格損害

賠償を称するのは、不法行為損害賠償の区分を科学的に処理することができるという7)。 

現在では、精神的損害賠償という概念は学説、実務および法律上でほぼ定着している。確か

に賠償は、等価の価値をもって損害を填補し、財産的損害に対してのみ精確な価値判断を行う

ことができる。精神的損害は、精確に計算することができない。文言からみれば、補償といっ

たほうがより適切であるが、各国の民法における精神的損害賠償に対する規定に鑑み、中国の

法学界における精神的損害賠償に対する通説的な言い方を考慮して、「賠償」という概念を使用

したほうが良い8)と思われる。 

 

(2) 精神的損害賠償の性質 
 

 精神的損害賠償の性質に対する理解は、賠償額の算定に直接影響を与えるものであろう。す

なわち、精神的損害賠償の補償機能を強調すれば、賠償額を一種の計算できない補償とし、そ

の一方、懲罰、制裁機能を強調すれば、賠償額を高額なものとすることが考えられる。そこで、

次に、精神的損害賠償は、どのような機能があるのかについて、若干の検討を行うことにする。

中国では、精神的損害賠償には、以下のような機能が含まれると唱えられる。 

① 補償機能 

 精神的損害に対する物質的賠償は被害者の被った精神的損害を補償することを目的とし、加

害者に対する懲罰は、刑法またはその他の法律によって規律すべきである9)。この説は、近代

における刑事責任と民事責任を明確に分化する結果であり、ほとんどの学者がこの説について

賛成している。 

② 懲罰的機能 

この説は、日本における慰謝料の懲罰説と同じ趣旨である10)。懲罰機能説の観点は、加害行

為が社会道徳および世論に責められるべきか否かを理論根拠としている。不法行為者の過失を

精神的損害の基準とし、不法行為者の主観的過失、特に故意と重過失を強調する11)。 

③ 満足機能 

精神的損害賠償の目的は、被害者の心理的安定を満足させる点にあり、被害者の被った苦痛

に一定の金銭的補償を与えることを通じて、被害者は物質的な補償を得られると同時に、一種

の心理上の満足感を生み出し、その苦痛から解放させるものである12)。被害者が獲得した賠償

金を利用し、心身に有利な活動、例えば旅行、娯楽などの活動を行うことで、精神的苦痛を解
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消または減軽させることができると考えられる13)。 

 ④ 調整機能 

 慰謝料は、全体の金額を調整するためにある程度使われるもので、その調整的機能14)は、中

国の精神的損害賠償の立法目的に合致しないと評価された15)。ところが、実際の賠償額を確定

する時、特に生命・身体侵害による損害賠償額を算定する時、慰謝料によって、全体の賠償額

を調整することができるという考えである。 

上述した精神的損害賠償の各機能は、いずれも単一的に考えることができないと思われる16)。

すなわち、精神的損害賠償は、財産的損害に対する賠償と異なって、被害者の財産的損害を補

填することを目的としてではなく、被害者の心の傷を補償または慰謝すると同時に、ある程度

は、加害者に対する懲罰である17)というのは、中国民法学界において精神的損害賠償に対する

共通する認識になっているといえよう。そして、懲罰的機能が普遍的に肯定されることによっ

て、今後の賠償額は不法行為事件の性質によって高額化する可能性も予想できる。 

  

(3) 精神的損害賠償の範囲 
  

精神的損害賠償範囲は、「精神的損害賠償の解釈」によって、限定されているが、本稿では、

精神的損害賠償の主体と客体を分け、その妥当性を分析の対象とする。 

① 精神的損害賠償の主体 

精神的損害賠償の主体をめぐる学説の相違は、法人に精神的損害賠償請求権があるか否かに

ある。肯定説は、法律上人格を擬制された法人には、生理上あるいは心理上の精神活動は存在

しないが、精神的利益の保持および維持という精神活動は存在する18)。また、法人の精神的損

害を否定することは、法人の非財産的利益が保護されず、立法の精神に反する19)という。否定

説は、精神現象は自然人の特有なものであり、精神的損害も自然人が不法に侵害された時生じ

たものである。したがって、法人は、人格権を有するが、自然人特有の心理および精神現象は

有しない。法人の人格権が侵害を受けた場合、救済しなければならないが、その保護される対

象は、法人の財産的利益であり、精神的利益ではないという20)。 

「精神的損害賠償の解釈」第 5条は、次のように規定している。「法人およびその他の組織が

人格権侵害を理由として、人民法院に損害賠償の訴を提起する場合は、人民法院は受理しない」。

すなわち、精神的損害賠償の権利主体は、自然人に限られ、法人およびその他の組織の精神的

損害賠償は、認められていない。 

法人の精神的損害賠償を否定することは、法人の人格権を否定することと異なる。法人の人

格権が侵害された時、被った損害は、本質的に財産的損害であり、一種の無形財産権である21)。

したがって、現行の法律規定が精神的損害賠償の権利主体を自然人に限定するのは、合理的で

ある。 
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② 精神的損害賠償の客体 

「精神的損害賠償の解釈」で定めた精神的損害賠償の範囲は、次の通りである。1）自然人の

人格権、すなわち、生命権、健康権、身体権、氏名権、肖像権、名誉権、人格尊厳権、人身自

由権およびプライバシー権およびその他の人格権が侵害を受けた場合。2）被後見人を不法に監

護の下から離れさせ、親子関係および近親者関係が厳重な損害を受けた場合。3）自然人が死亡

した後、死者の人格権などが侵害を受けた場合、その近親者がこれによって精神的苦痛を受け

た場合。4）人格を象徴する意義を有する特定の記念物品が、永久的に滅失または破損した場合22)。 

 「精神的損害の解釈」の趣旨は、人格権から民事主体の合法的権利・利益を保護し、市民の

人格権、人格利益および人格要素が侵害された場合、精神的損害賠償を提起する時、人民法院

が支持しなければならない点にある23)。この司法解釈に列挙されていないその他の人格権も、

拡大解釈によって保護されることができる。問題となるのは、貞操権や安寧権などは、一種の

人格権利として実践の中に提出されたが、それ自体は現行の民事法律に確認されていないため、

司法解釈も法律の規定を超えてそれを民事権利として直接に確定することができない24)。した

がって、精神的損害賠償制度の完備は、人格権制度の完備を求めているといえるであろう。 

その他、離婚による慰謝料25)については、2001 年 4月に修正した「中華人民共和国婚姻法」

第 46条で、次のように規定している。「過失のない配偶者が過失のある配偶者に対して損害賠

償を請求する権利を有する」。ここでいう損害賠償は、精神的損害賠償およびその他の損害賠償

を含むと考えられる。この条文に対して、最高人民法院副院長唐徳華は、以下のように指摘し

た。「『婚姻法』は、全国人民代表大会によって制定した法律であり、その修正案は、審議に採

択された以上、人民法院が実際の裁判において執行しなければならない。『精神的損害賠償の解

釈』において規定しているか否かは、これに影響されない26)」。この説明によれば、離婚による

精神的損害賠償は、類型的に処理することができると考えられる27)。 

また、2000 年 12 月 4 日「最高人民法院刑事付帯民事訴訟範囲問題についての規定」第 1 条

第 2項は、「被害者が犯罪行為によってもたらされた精神的損害を付帯民事訴訟で提起する場合

は、人民法院は受理しない」と規定している28)。さらに、2002 年 7 月 20 日から施行された最

高人民法院「人民法院は刑事事件の被害者が提起した精神的損害賠償の民事訴訟を受理するか

否かの問題についての回答」は、次のように規定している29)。「刑事事件の被害者が被告人の犯

罪行為によってもたらされた精神的損害に対して付帯民事訴訟を提起した場合、または、当該

刑事事件が審理された後、被害者が単独に精神的損害賠償の民事訴訟を提起した場合は、人民

法院は受理しない。」この二つの司法解釈は、人格権の民事的保護と矛盾している。刑法の公法

として犯罪者に制裁し被害者に一定の慰謝を与える目的と、民法の私法として被害者の人格利

益を保護し金銭的賠償を通じて慰謝を与える目的を同一視すべきではない30)。したがって、刑

事付帯民事訴訟においても精神的損害賠償を確定すべきである。刑事付帯民事訴訟と民事訴訟

は、手続き上異なるが、法律を適用する際には、分割すべきではないのである。 
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このように、精神的損害賠償の範囲の拡大、特に人格権に対する法律上の保護および刑事付

帯民事訴訟に関する司法解釈の精神的損害賠償に対する制限については、今後、新しい立法に

よって解決しなければならない問題である。 

 

2 精神的損害賠償額を確定する原則 
 

精神的損害賠償額を確定する際、どのような原則に従うべきかについて、多くの学者が論じ

ている。主な学説は、以下の通りである。 

① 慰謝を主とし補償を従とする原則、精神的損害賠償額の制限原則および裁判官の自由裁

量原則31)、いわゆる 3つの原則とする。 

② また、適当な経済補償の原則、吸収または合併原則、加重原則、異なった法律責任を同

時に適用する原則、個人責任と連帯責任を結合する原則、状況に応じて融通する原則および裁

判官の自由心証裁量原則32)、いわゆる 7つの原則とする。 

 ③ その他、各種の関連する要素を総合的に考慮する原則、逸失利益に参照して計算する原

則および判例を適用する原則33)という 3つの原則がある。 

以下では、最近の学者の主張の中で共通性を有する 5つの原則について検討することにする。 

 

(1) 慰謝を主とし補償を従とする原則 
 

すなわち、精神的損害は財産的損害と異なって、財産的損害のように数字で計算しがたい。

精神的損害を金銭で賠償し得ることを規定する目的としては、この方法は、被害者の精神上受

けた苦痛を緩和または解消することに有利に働き、被害者を慰謝できるという点があげられる。

これによって、より一歩、被害者の精神的権利・利益を保護することができる。したがって、

精神的損害賠償それ自体は、主要な目的ではなく、唯一の方法でもない。精神的損害賠償は、

一種の手段として、金銭を通じて、被害者に対する補償によって、慰謝する目的を果たすので

ある。この原則の趣旨は、民事責任を適用する時、まず、侵害の停止、謝罪、影響の除去、名

誉の回復を適用すべきである。したがって、情状が重くなく、社会への影響も大きくなく、か

つ、著しい精神的損害の結果をもたらしていない場合は、精神的損害賠償を適用すべきではな

いのである34)。この原則は、精神的損害に対する金銭賠償の限定性が強調されている35)。 

 

(2) 裁判官の自由裁量原則 
 

裁判官は精神的損害賠償事件を処理するとき、自由裁量権により、賠償金についての具体額

を確定する。この原則は、精神的損害賠償額を算定する時の基本原則である。 
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最高人民法院唐徳華副院長が、「精神的損害賠償の解釈」の関連問題について記者の質問に答

えた際に、精神的損害賠償額の算定について、「『精神的損害賠償の解釈』が最高および最低限

度額について規定していないのは、事件が千差万別であり、各地の経済的格差も大きく、かつ、

社会も発展・変化し続けているからである。したがって、裁判官が事件の具体的な状況に基づ

いて決定すべきである36)」と指摘したが、ここで裁判官の自由裁量権が強調されている。 

裁判官の自由裁量を認めるのは、元来精神的苦痛なるものの計量化が、現実的には不可能で

あり、さらに、それを金銭に評価することについて、証拠を示すことは不可能である。したが

って、裁判官の裁量に任せて、弾力的に運用することが、慰謝料の機能という面からみても望

ましい。しかし、それは、裁判官の恣意的判断を許すということではない37)。 

精神的損害賠償範囲の広汎性と賠償額計量化の複雑性のため、裁判官の自由裁量の難度が増

えてきた。したがって、裁判官自身のレベルを強化しなければならない。法律が裁判官に自由

心証裁量権を与えるのは、裁判官の恣意を放任するわけではない38)。 

裁判官が自由裁量権を行使する時、守らなければならない原則として、関今華は、次のよう

に主張する39)。①裁判官は目的を明確にしなければならない。すなわち、裁判官は社会正義の

感情を持ち、特に被害にあった弱者を同情する気持ちを持たなければならない。自由裁量権を

正確に行使し、法律規範の目的と判決の社会効果の検証を受けなければならない。②認定は理

知的でなければならない。すなわち、精神的損害賠償に影響するすべての情状に対して正確な

分類、分析と判断をしなければならない。③法の執行は公正でなければならない。すなわち裁

判官が法律に対して責任を負い、精神的損害賠償額を確定する時に人情、利益、権力に左右さ

れず、法律の公正を維持しなければならない。④裁量は正確でなければならない。 

 だからといって、諸事情を斟酌して算定される精神的損害賠償額は、最終的に裁判官の判断

に委ねられているため、同じような事案でありながら、個々の裁判官の評価判断に大きな差異

が生じうる。裁判官の主観性・恣意性の排除するため、一定の枠を定めなければならないので

ある。この枠は、後に述べる定額化の問題に結びつくのである。 

 

(3) 適当な制限の原則 
 

この原則は次の 2つの面において体現される。まず、精神的損害に一般的情状が存在する場

合は、加害者に命じて非財産的民事責任を負担させる。財産的利益の損失、精神的損害の情状

がかなり重いときは、賠償責任を命じる。また、精神的損害賠償額に対して適当な制限を設け

る。この原則を用いる目的は、自由裁量原則のもたらす不利な作用を是正し、人々が高額の賠

償金を追い求める傾向を防ぐことにあると考えられる40)。 
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(4) 区別して取り扱う原則 
  

すなわち、裁判官は、自由裁量原則に基づいて精神的損害賠償額を確定するとき、精神的損害

についての利益要素の違いに対して区別して取り扱わなければならない。それぞれの賠償額を

計算し、最後に賠償金総額を決定しなければならない41)。 

 

(5) 判例を参照する原則 
 

その他、判例を参照する原則が唱えられている42)。ここでいう「判例」は、最高人民法院お

よび各地方高級人民法院の典型的裁判例を指すと思われる。具体的な損害基準はないため、裁

判官の心証により類似事件でも異なる慰謝料賠償の判決が下されるが、将来、中国でも判例の

蓄積により、慰謝料の賠償基準が規定されると考えられる43)。判例を参照するのは、裁判官の

自由裁量権に一定の制限を与え、同じ事件でありながら、賠償額の極端な格差を生じることを

防ぐのに有利であると思う。ただし、中国では、先例の拘束力がないため、実際に適用するこ

とは困難である。 

 

3 精神的損害賠償額の算定に際して斟酌すべき要素 
 

精神的損害賠償額の算定については、各国においても方法が異なる。それは国情、生活レベ

ルなどに関連するが、通常は裁判官の自由心証をもって数額を認定する。例えば、日本では、

慰謝料の算定にあたって、どのような事情をどう斟酌するのかについて特別の定めがあるわけ

ではないので、従来からの判例も、その額が、裁判所が各場合における事情を斟酌し、自由心

証をもってこれを量定すべきものとし、その数額を認定した根拠を示す必要もないとしており、

これが通説となっている44)。中国では、精神的損害賠償額を算定する時、裁判官の自由裁量権

が強調されているが、この権利を行使する時、斟酌すべき要素は多種多様である。ところが、

これらの事情をすべて斟酌してよいのかどうか、斟酌するとしてもどの程度まで斟酌するかに

ついては、検討する必要がある。以下では、各場合における斟酌事情を分析する。 

 

(1) 司法解釈における斟酌要素 
 

最高人民法院によって公布された「精神的損害賠償の解釈」においては、精神的損害賠償額

の算定基準および限度額について規定していない。その金額は、以下の 6つの要素に基づいて

確定する。 

① 権利侵害者の過失の程度 
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② 侵害の手段、場面、行為方式等の具体的情状 

③ 権利侵害行為によりもたらされた結果 

④ 権利侵害者の利益獲得状況 

⑤ 権利侵害者の責任を負担する経済的能力 

⑥ 受訴裁判所所在地の平均生活水準 

法律および行政法規に身体障害賠償金、死亡賠償金等について明確な規定がある場合、法律

および行政法規を適用すると規定している45)。 

 この 6つの要素の中、①～④、すなわち、権利侵害者の過失の程度、侵害の手段、場面、行

為方式等の具体的情状、権利侵害行為によりもたらされた結果および権利侵害者の利益獲得状

況は、いずれも精神的損害賠償額を算定する時の客観的要素である。被害者が加害者にもたら

された精神的苦痛は、加害行為の態様と結果によって異なるため、これらの要素を斟酌すべき

である。これは、加害行為の態様の悪性が特に高い時に損害の実額を超えて懲罰的賠償を命じ

る英米法の懲罰的賠償や、加害者に制裁を課すものではなく、精神的損害自体が量的に異なる

からである46)。 

上述した客観的要素が、精神的損害賠償額を確定する時に考慮されなければならないことは、

疑いがない。問題は、その⑤権利侵害者の責任を負担する経済的能力である。実際上、いずれ

の民事事件においても、財産給付に関する判決に対しては、被告が履行不能の可能性がある。

この時、裁判官は、被告の賠償能力によって、賠償金を支払わないことまたは賠償額を減額す

ることを考慮すべきではない47)。損害賠償額を確定する時、加害者の賠償能力を考慮すること

は、「貧富による責任の負担」に陥り、最終的に法的公平性を欠く。加害者に資力がない時には

賠償額を減じ、財産があるときは多額の賠償を命じうるとすべきではない。加害者の財産情況

如何は、被害者の被った賠償額には原則として影響を与えるものではない48)。加害者の責任を

負担する経済的能力と損害賠償の責任の関係については、別の論文49)に譲り、ここでは検討し

ないことにする。 

最後に、⑥受訴裁判所所在地の平均生活水準という斟酌要素については、中国の国情に鑑み

て、各地の経済発展の差異が大きいため、精神的損害賠償額を確定する時、生活水準は、考え

なければならない要素であると考えられてきた50)。しかし、同じ人間が精神的被害を受けなが

ら、受訴裁判所または事件発生地の生活水準の高低のために賠償額が異なるということは、人

間の尊厳や法の下の平等から見て問題がある。したがって、生活水準は、精神的損害賠償額を

斟酌する要素として重視すべきではない51)。 

 

(2) その他の斟酌要素 
 

以上の司法解釈における精神的損害賠償額を算定する際に考慮すべき各事情は、加害者の客
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観的事情を中心とすると考えられる。次に、その他の事情を分析の対象とする。 

① 被害者の過失程度 

これは、過失相殺の問題であるが、被害者に、不法行為の発生に対し、過失などの落度があ

った場合には、損害賠償額算定にあたって斟酌されるのは当然である。 

② 被害者の経済能力および身分 

被害者の経済能力、身分なども斟酌要素として唱えられる52)。思うに、精神的損害賠償額は、

本来被害者の被った損害そのものの、一種の補償に過ぎないため、原則として、被害者の経済

状況は、賠償額に関係なく、これを考慮すべきではない。また、身分、職業、知名度が高けれ

ば高いほど、精神的損害が大きいという考えがある53)。だが実際に、身分の高い人は精神的苦

痛を強く感じ、身分の低い人は精神的苦痛を強く感じないということはない。まして人格権は

平等である54)。被害者の受けた精神的苦痛は、被害者の職業・社会的身分・地位にかかわりな

く、人が同じ程度に受けるものであるから、このような事情を斟酌するのは、相当ではない。 

 ③ 侵害行為後の加害者の態度 

 侵害行為後の加害者の態度は、その一は、損害拡大防止についての協力扶助の点であり、も

う一つは、損害の賠償にあたっての加害者の誠意・不誠意の問題である55)。精神的損害賠償額

を確定する時、加害者の態度は、直接被害者の心情に影響を与えるものであるため、斟酌要素

になることは、異論がないであろう。 

その他、被害者・加害者間の関係、他の請求権との関係、被害者の取得する財産的利益など

の斟酌要素56)もある。いずれも、加害者と被害者の具体的状況を斟酌して賠償総額を決定する

要素である。 

  

4 精神的損害賠償額の算定方法 
  

 精神損害賠償額の算定方法についてはこれまで法学界において相当検討されているが、実務

の経験はまだ不足しており、関係の法律規定が完備されていないことも事実である。被害者は、

精神損害賠償額をいくらまで請求できるのか、裁判所はどのように算定するのかについては、

これから解決または統一しなければならない重要な問題である。以下、現在の実務における算

定方法を検討した上で私見を加える。 

 

(1) 現在の実務における算定方法 
  

① 概算法 

この計算方法は、精神的損害の各情況に対して分類を行うことなく、精神的損害の各項目も

列挙せず、賠償の総額を決定するものである。 
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現在、中国の実務では、精神的損害賠償額を計算する時に、基本的に次の概算法を取ってい

る。その原則は、1）事件の情状、2）加害者の利益獲得額、3）被害者の逸失利益の参照、4）

判例の参照、5）被害者の医療費額の参照、6）その他の法律規定の参照、である57)。この計算

方法の長所は、簡易で迅速であることだが、欠点は、被害者が計算の根拠を知ることができな

い点である58)。また、被害者が、どのくらいの賠償金を請求したらよいのかを、把握すること

ができないのである。例えば、製造物責任を理由とする損害賠償事件の場合、原告が 65万元の

慰謝料を請求したが、判決は 10 万元を認定したというものがある59)。このように、概算法は、

確実性と統一性を極めて欠いており、実務において、賠償額の算定がしにくいため、各地方で

は、最高限度額と最低限度額を設けるようになった。 

② 最高限度額と最低限度額 

近年、精神的損害賠償額の最高限度と最低限度について、各省、市が地方的法規を公布して

いる。例えば、広東省人大『広東省「中華人民共和国消費者権利・利益保護法」の実施弁法』

（1999 年 8月 5日）重慶市高級人民法院「精神的損害賠償事件を処理する若干の問題に関する

意見」（2000 年 3月）、福建省高級人民法院「人身損害賠償事件を処理する若干の問題に関する

意見」（2000 年 11 月 29 日）等である。これらの法規において、精神的損害賠償額の最高限度

と最低限度についての規定は、それぞれ異なっている。広東省では、消費者保護に関する精神

的損害賠償額の最低限は、5 万元である60)。重慶市では、氏名権、肖像権、名誉権、栄誉権が

侵害された時の精神的損害賠償額の限度は、1000元～5000 元であり、重傷の場合は最高限度額

を 10万元と規定している61)。福建省の場合は、限度額は、5万元～10万元である62)。上海市は、

精神的損害賠償額の最高限度額を 5万元と規定している。 

これらの法規は、賠償額を明確に限定しているが、その格差は極めて大きいのである。地方

の経済的レベルが賠償額に与えた影響が大きいのだが、広東省と上海市の限度額から見れば、

同じ経済発展レベルの地方でありながら、上海の場合は、最高限度額は 5万元まで、広東は、

最低限度額を 5万元としている。したがって、地方の経済的レベルから限度額を統一するのも、

極めて困難であると考えられる。 

限度額を定めたうえで、精神的損害賠償額の具体的確定方法として、以下ような提案もある。

まず、最高人民法院から中級人民法院まで 3級の精神的損害賠償委員会を設立し、それは法院

の鑑定センターに帰属する。そして、当事者の精神的損害賠償額の請求によって分類する。例

えば、10 万元以下の場合は、所在地の中級人民法院精神的損害賠償委員会で評定し、50万元以

上の場合は、最高人民法院精神的損害賠償委員会で評定する。さらに、受理事件の人民法院が

事件の性質によって、関連する社会学、心理学、医学などの専門家を招聘して、評議する。そ

して、最後に、人民法院が精神的損害賠償委員会に委託書および事案の報告と資料を提出する63)。

だが、このような方法は、精神的損害賠償額の算定を手続き上複雑化しすぎ、裁判官の独立の

面からみても望ましくないであろう。 



中国における精神的損害賠償額の算定について（王） 

 - 166 -

(2) 類型化・定額化への道 
 

日本民法 709 条・710 条は、不法行為による権利侵害を受けたものは、その侵害が財産権を

害したる場合であると、身体・自由または名誉を害したる場合であるとを問わず、財産以外の

損害いわゆる精神的損害についてもその賠償を受けられる旨定めており、債務不履行に基づく

損害賠償の場合にも、財産以外の損害について損害賠償を認めるのが通説・判例である。この

ような精神的損害は、通常慰謝料と称される64)。 

慰謝料の算定は、裁判所が諸般の事情を考慮して行うことから、同様の加害行為により同様

の被害が生じたとしても、裁判所によりその認容額が大きく異なる可能性がある。これは、法

的安定性の点から言っても必ずしも望ましいことではなく、特に、交通事故のように、同種の

事故から同種の被害が多数発生する場合、慰謝料の容認額に裁判所による極端な差が生ずるこ

とには問題がある。昭和 40年代には交通事故が大量に発生し、そのことが交通事故賠償訴訟件

数を迅速に処理しなければならなくなった裁判所にとって、多くの事情を考慮しその額を算定

しなければならない慰謝料について、一定の基準を定めてその基準により定型化された算定を

行い、一種の合理化を行うことが必要となった。そして、現実の訴訟においては、交通事故に

おける慰謝料算定基準が強い影響力を持って機能しているのが現状である65)。 

日本における慰謝料の完全平等な定額化を主張する説は、①人間の平等、②個別主義の不正

確性、③予見可能性その他加害者側から見た事情、④保険制度との関係などをあげている66)が、

最終的に完全平等な定額化は、実現されなかった。ところが実際、諸事情を斟酌して算定され

る精神的損害賠償額は、最終的に裁判官の判断に委ねられているため、同じような事案であり

ながら、個々の裁判官の評価判断に大きな差異がありうる。こうしたことから、裁判官の主観

性・恣意性の排除、裁判官の予測性、裁判の迅速適切な処理の要請から慰謝料額の定額化が有

力に唱えられ、実務の上でも算定基準が定められるに至った67)。例えば、死亡慰謝料について

は、一家の支柱であった者とそうでなかった者に分けて基準慰謝料額を決め、傷害による慰謝

料については、傷害の程度と入・通院期間を基準にした額を設定するという方式が採用されて

いる68)。このような算定基準は、慰謝料の決定の際の有効な目安となるとともに、裁判例や実

務上の取り扱いにおいて相当程度まで相場が形成されてきており、慰謝料額についての有力な

指針として役立っている。これらの交通事故損害賠償の基準は、生命・身体に対する人身損害

にたいする適正な賠償額として、交通事故以外の不法行為の場合にも重要な意義を有する69)。 

このように、精神的損害賠償額を算定する場合、裁判官の自由裁量権が強調されている日本

でも、ある程度定型化・定額化するに至った。中国では、精神的損害賠償が認められたばかり

であるため、実務経験がまだ不足しており、関連する法律規定がまだ整備されていないため、

実務において、極めて統一性を欠く。同じような事案でありながら、地方、裁判官によって、

大きな差異が生じ得る。まして、中国の裁判制度および裁判官の自身の素質から言えば、自由
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裁量権を過大に強調することができない。また、請求額の未知性によって、訴訟費用と弁護士

費用の無駄な支出も避けられないことである。したがって、精神的損害賠償額を定型化・定額

化するのは、最終的な解決方法であると思われる。 

 生命侵害による損害賠償を例とすると、現行の「道路交通事故処理弁法」第 36条 8項におけ

る死亡賠償金の算定は､事故発生地の平均生活費によって算定し、10年とする。16歳未満の場

合は､年齢が 1年若いと 1年ずつ減らしていく。70歳以上に対して､年齢が 1歳増やすごとに 1

年減らす。但し､最低はすべて 5年とする。「国家賠償法」第 27条 1項 3号では、「被害者たる

市民が死亡した場合には、『死亡賠償金』および葬儀費を支払わなければならない。総額は国の

前年度の職員・労働者の年平均給与の 20倍とする」。このような算定方法は、一種の定額化と

いえるであろう。 

これらの算定基準は、一応の目安としての意義を有しているが、具体的な賠償額の決定にさ

いしては、基準を機械的に適用せず、事件の諸般の事情を考慮して、賠償額を決めるべきであ

る。今後、実務の蓄積によって、各種の不法行為を明確な形式で分類して、一定の賠償基準を

決定していくことは、精神的損害賠償額をより一層合理的・科学的に算定することができる方

法となるであろう。 

 

おわりに 
 

以上、精神的損害賠償の算定に関する若干の問題を検討してきた。現在、中国では、精神的

損害賠償額を算定する時、裁判官の自由裁量権が強調されており、諸事情を斟酌して算定され

る精神的損害賠償額は、最終的に裁判官の判断に委ねられている。そのため、実際には同じよ

うな事案でありながら、個々の裁判官の評価判断に大きな差異がありうる。こうした差異を少

なくするために、裁判官の主観性・恣意性の排除、被害者側の請求額の予測性、法的安定性な

どの要請から慰謝料額の定型化・定額化が必要と考えられる。 

本稿は、不十分ながら、精神的損害賠償事件全体を見る立場から分析を行ったものであるが、

各不法行為類型の分析および定額化の具体的方案の検討にまでは至らなかった。これについて

は、今後の課題としたい。 
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